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受注者

工　期 平成　　　年　　　月　　　日　～　平成（令和）　　年　　　月　　　日

工事名 位　置

指
 
示

協
 
議 熱中症発生事案の建設業等の占める割合が高いことから、安全衛生教育等により現場作業員に注

意喚起と周知徹底を図る必要があるため。
理
　
由

請負額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

指
 
示

協
 
議

別添資料（「建設工事現場における熱中症予防対策について」）を参考に、熱中症予防対策を実
施すること。

また、気象庁から高温注意情報（最高気温３５℃以上が予想される場合）が発表された日におい
ては、作業の中断、作業時間の短縮を行うか、十分な水分、塩分の摂取のほか休憩場所の整備及
び十分な休憩時間を確保するなどの熱中症予防対策を確実に実施したうえで作業を行うこと。

事
 
項

増・減

　上記のとおり（指示・協議）してよろしいか伺います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

概算増減額 約 千円

監　督　員局　　　長 副　局　長 課　　　長 合　　　議

　上記のとおり（指示・協議）します。 監　督　員

　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

　（上記のとおり承諾・別添のとおり再協議）します。 現場代理人 主任技術者

　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日



建設工事現場における熱中症予防対策について 
 

１ 安全衛生教育関係 

各現場の主任（監理）技術者様及び現場代理人様は、別表１、別表２を参考に安全衛生

教育でご利用いただき、熱中症予防に取り組んでくださいますようよろしくお願いします。 

 

厚生労働省通知より抜粋 

（４）「４ 労働衛生教育」関係 

  労働者に対する安全衛生教育は確実に実施されるよう、高温多湿作業場所における作

業を管理する者に対しては、別表１に基づく安全衛生教育を行うこと。なお、事業者が

自ら当該教育を行うことが困難な場合には、関係団体等が行う教育を活用すること。 

  また、労働者に対する労働衛生教育は継続的に行うことが望ましいことから、雇入れ

時又は新規入場時教育等の中で別表２に示す内容について教育するとともに、日々の朝

礼等の際にも、繰り返し教育することが望ましいこと。 

  なお、教育用教材としては、厚生労働省ホームページに公表されている「職場におけ

る熱中症予防対策マニュアル」及び熱中症予防対策について点検すべき項目をまとめた

リーフレット等、環境省熱中症予防情報サイトに公表されている熱中症に係る動画コン

テンツ及び緊急措置等の要点が記載された携帯カード「熱中症予防カード」などが活用

できること。 

 

職場における熱中症予防対策マニュアル（厚生労働省 HP） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164083.html 

環境省熱中症予防サイト（環境省 HP） 

http://www.wbgt.env.go.jp/ 

高温注意情報（気象庁 HP） 

http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/data/kouon/index.html 

 

 

２ 熱中症の症状と救急処置について 

  熱中症を疑わせる具体的な症状については別表３の「熱中症の症状と分類」を、具体

的な緊急処置については図１の「熱中症の救急処置（現場での応急処置）」を参考として

ください。 

 

３ 建設現場における熱中症対策事例集について 

  現場における熱中対策について、国土交通省の対策事例「別紙１」を参考に各現場に

おいて取り組んでいただきますようお願いします。 

 

４ 暑さ指数（WBGT 値）の活用について 

  WBGT 値を活用した熱中症対策について、「別紙２」を参考に各現場においても取り

組んでいただきますようお願いします。 

 







図１：熱中症の救急処置（現場での応急処置）



別表３














